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法科大学院重要事項変更届・法科大学院対応状況報告書作成要領は、独立行政法人大学改革支

援・学位授与機構（以下「機構」という。）が定める「法科大学院評価基準要綱 Ⅲ評価の組織及

び方法等 ６評価実施後の法科大学院における教育活動等の質の確保」において、「別に定める」

としていることに基づき、定めたものです。 

 

 

Ⅰ 評価実施後の法科大学院における教育活動等の質の確保 
 

機構の評価を受けた法科大学院を置く大学は、次の評価（他の認証評価機関による評価を含

む。）を受けるまでの間に、学校教育法第１１０条第２項に規定する基準を適用するに際して必

要な細目を定める省令第４条第１項第１号に掲げる事項について重要な変更があると判断した

ときは、この作成要領に従って法科大学院重要事項変更届（以下「重要事項変更届」という。）

を作成し、機構に提出するものとします。機構は、重要事項変更届等を調査した結果、教育課

程、教員組織その他法科大学院の教育活動全般について、重要な変更又は状況の変化があると

認めた法科大学院については、当該法科大学院を置く大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、

既に公表した評価の結果に変更又は変化の内容を付記します。 

また、機構から適合認定を受けた法科大学院（以下「機構認定法科大学院」という。）を置く

大学であって、評価において改善を要する点として指摘された事項等がある場合には、この作

成要領に従って法科大学院対応状況報告書（以下「対応状況報告書」という。）を作成し、機構

に提出するものとします。機構は、対応状況報告書等を調査した結果、改善が行われていると

確認できた場合には、その旨を評価の結果に付記します。 
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Ⅱ 法科大学院重要事項変更届の内容及び作成方法等 

 

 

１ 対象 

 

機構の評価を受けた法科大学院（適合認定を受けたか否かにかかわらない。） 

 

 

２ 内容 

 

機構の評価を受けた法科大学院を置く大学は、次の評価（他の認証評価機関による評価を

含む。）を受けるまでの間、機構が定める法科大学院評価基準に関連する以下の事項に相当す

る重要な変更又は状況の変化があった場合は、重要事項変更届を提出してください。重要事項

変更届には変更内容を簡潔に記述し、変更内容が確認できる資料を提出してください。 

なお、重要な変更又は状況の変化に当たるかどうかは大学の判断によるものとします。 

  （１）基準１－２関連 

①専任教員に重要な変更があった場合（各設置基準及び告示により必要とされる専任

教員数が未充足となる場合のほか、法律基本科目を担当する専任教員に欠員が生じ

た場合等） 

（２）基準２－１関連 

①自己点検・評価の実施に責任を持つ組織に重要な変更があった場合 

②自己点検・評価の実施及び検証等を実施する組織又は各組織との連携状況に重要な

変更があった場合 

③教育課程連携協議会に関する事項について重要な変更があった場合 

（３）基準２－２関連 

①自己点検・評価を実施するための評価項目又は手順に重要な変更があった場合 

（４）基準２－３関連 

①司法試験の合格状況に重要な変化があった場合 

（５）基準３－３関連 

①修了要件に影響を及ぼす授業科目に変更、追加及び削除があった場合 

②修了要件に影響を及ぼす授業科目の単位数に変更があった場合 

（６）基準３－４関連 

①履修登録の上限設定に重要な変更があった場合 

（７）基準３－５関連 

①成績評価基準に重要な変更があった場合 

②法学既修者としての認定における単位の免除に関する規定に重要な変更があった場

合 

③他の大学院等において修得した単位や入学前の既修得単位等の認定に関する規定に

重要な変更があった場合 
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（８）基準３－６関連 

①修了要件に重要な変更があった場合 

（９）基準４－２関連 

①入学者選抜の方法に重要な変更があった場合 

②入学者選抜における出願枠の設定及び各枠の募集人員に重要な変更があった場合 

（10）基準４－３関連 

①入学定員に重要な変更があった場合 

（11）その他上記に関連する変更 

   ①研究科・専攻の名称に変更があった場合 

   ②キャンパスの移転等があった場合 

 

３ 作成方法 

 

（１）重要事項変更届の作成 

 機構のウェブサイト(https://www.niad.ac.jp/)に掲載している重要事項変更届の様式

により、作成してください。 

 

（２）変更内容が確認できる資料の示し方 

以下の資料を提出してください。 

     ①変更前と変更後の内容が確認できる資料（新旧対照表等） 

     ②変更を組織として決定したことが確認できる資料（教授会の議事録等） 

     なお、機構に提出する資料については、各基準の判断に不要な個人情報等は適切に墨消

し処理を行った上で提出してください。 

 

４ 提出方法 

 

（１）提出方法 

 

     機構が別途通知する方法によって、電子媒体により提出してください。 

 

（２）提出締切及び提出先 

 

① 提出期日  変更があった翌年度の６月 30 日まで（30 日が土・日曜日の場合は直前

の金曜日まで） 

② 提 出 先  機構が別途通知する提出先 

 

（３）その他 

 

提出された書類に記述等の不備がある場合には、再提出等を求めることがあります。 
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Ⅲ 法科大学院対応状況報告書の内容及び作成方法等 

 

 

１ 対象 

 

機構認定法科大学院であって、評価結果において改善を要する点及び改善が望ましい点と

して指摘された事項があるもの 

 

 

２ 内容 

 

評価結果において改善を要する点及び改善が望ましい点として指摘された事項について、

改善された状況にあると当該法科大学院を置く大学が判断した場合は、その状況を対応状況報

告書によって報告してください。対応状況報告書には対応状況を記述し、その成果が確認でき

る根拠資料・データを提出してください。 

なお、改善を要する点として指摘された事項については、必ず対応状況を報告することと

し、改善された状況にあると当該法科大学院を置く大学が判断しない場合でも、評価を受けた

年度の翌年度を一年度目として起算した場合の三年度目には、その時点での状況を報告してく

ださい。 

また、改善が望ましい点として指摘された事項についても、改善に努め、対応状況を可能

な限り報告してください。 

 

 

３ 作成方法 

 

（１）対応状況報告書の作成 

機構のウェブサイト（https://www.niad.ac.jp/）に掲載している対応状況報告書の様

式により、作成してください。 

対応状況の記述に当たっては、根拠資料・データを示しつつ、それぞれの状況に応じ

て適切に記述してください。 

 

（２）根拠資料・データの示し方 

対応状況報告書の「対応状況」欄に資料番号、資料の名称、出典を記載し、根拠資料

・データについては別添としてください。 
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４ 提出方法 

 

（１）提出方法 

 

機構が別途通知する方法によって、原則として電子媒体により提出してください。 

 

（２）提出締切及び提出先 

 

① 提出期日  各年度６月 15日から６月 30日まで（30日が土・日曜日の場合は直前の

金曜日まで） 

 

② 提 出 先  機構が別途通知する提出先 

 

（３）その他 

 

提出された書類に記述等の不備がある場合には、再提出等を求めることがあります。 


